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令和８年２月 

香川県広域水道企業団議会定例会会議録 

 

 

●香川県広域水道企業団告示第１号 

令和８年２月14日午後３時香川県広域水道企業団議会定例会を高松市番町四丁目香川県庁本館

21階特別会議室に招集する。 

令和８年１月30日 

香川県広域水道企業団企業長  池  田  豊  人 

 

 

令和８年２月 14日（土曜日）午後３時開会 
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出席議員 24名 

大山  一郎 君   橋本  浩之 君 

鏡原 慎一郎 君   米田  晴彦 君 

氏家  孝志 君   十河   直 君 

北谷  悌邦 君   杉本  勝利 君 

大西   智 君   竹田  英司 君 

横田  隼人 君   山条  真嗣 君 

安井  一博 君   大平  直昭 君 

松原  壯典 君   工藤  正和 君 

丸戸  研二 君   宮原  隆昌 君 

安井  信之 君   市原  信夫 君 

水本 冨美子 君   吉田  親司 君 

門   秀俊 君   鈴木  崇容 君 

欠席議員 ３名 

   松本  公継 君   春田  敬司 君 

 河野  雅廣 君    

 

 

地方自治法第 292条において準用する同法第 121条第１項による出席者 

企 業 長  池田 豊人 君  財 産 契 約 課 長  香川 泰弘 君 

副 企 業 長  大西 秀人 君  計 画 課 長   小笠原克典 君 

副 企 業 長  谷川 俊博 君  工 務 課 長   中西 啓造 君 

副 企 業 長  高木 孝征 君  水 質 管 理 課 長   塩田 博文 君 

事 務 局 長  近藤 壽文 君      

事 務 局 次 長  穴吹 泰輔 君      

企 画 調 整 課 長  木内 浩之 君      

財 務 課 長  石原 芳浩 君     
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議 事 日 程 

令和８年２月 14日（土）午後３時開議 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期決定の件 

第 ３ 議席の指定 

第 ４ 議案 第１号  令和７年度香川県広域水道企業団水道事業会計補正予算議案 

第 ５ 議案 第２号  令和７年度香川県広域水道企業団工業用水道事業会計補正予算議 

            案 

第 ６ 議案 第３号  令和８年度香川県広域水道企業団水道事業会計予算議案 

第 ７ 議案 第４号  令和８年度香川県広域水道企業団工業用水道事業会計予算議案 

第 ８ 議案 第５号  香川県広域水道企業団行政手続条例の一部を改正する条例議案 

第 ９ 議案 第６号  香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の一 

部を改正する条例議案 

第 10 議案 第７号  香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の 

一部を改正する条例議案 

第 11 議案 第８号  香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例等の一部 

を改正する条例議案 

第 12 議案 第９号  香川県広域水道企業団監査委員の選任同意について 

第 13 議案 第 10 号 香川県広域水道企業団監査委員の選任同意について 

第 14 議案第１号から議案第 10 号までに関する質疑 

第 15 企業団の一般事務に関する質問 

 

 

令和８年２月 14日（土曜日）午後３時各議員着席 

○議長（大山一郎君）御起立願います。 

御一礼願います。 

（互礼） 

○議長（大山一郎君）御着席ください。 

開会に先立ちまして、企業長から、今期議会招集の御挨拶があります。 

池田企業長。 
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（企業長池田豊人君登壇） 

○企業長（池田豊人君）皆様方には、令和８年２月香川県広域水道企業団議会定例会を招集 

いたしましたところ、御参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

今議会に提案いたします議案は、予算議案４件及び予算外議案６件でございます。 

まず、予算議案につきましては、第１号議案は水道事業会計の、第２号議案は工業用水道

事業会計の、それぞれ令和７年度補正予算議案でございまして、第３号議案、第４号議案は、

それぞれ、両会計の令和８年度当初予算議案でございます。 

水道事業会計につきましては、人口減少に伴う給水収益の減少や、物件費や人件費の上昇

などの影響により、令和７年度補正予算、令和８年度当初予算ともに、収益的収支が赤字と

なる見込みであり、特に令和８年度当初予算については、２年連続の赤字予算となり、事業

体別に見ても全ての事業体で赤字予算となるなど、厳しい状況となる見込みとなっておりま

す。 

他方、こうした状況の中でも、水道施設の耐震化については、これまで以上に取り組みを

進める必要があることから、令和７年度補正予算では、国の総合経済対策を活用して対策を

進めることとしております。 

次に、予算外議案につきましては、第５号議案から第８号議案は条例の一部を改正する条

例議案、第９号議案及び第 10号議案は監査委員の選任同意でございます。 

また、水道料金統一化につきまして、先月 20日に開催された第７回水道事業等審議会にお

きまして、水道使用者の急激な負担増を抑制するという観点から、複数の料金水準案、また

料金体系について審議されておりますので、その内容について御報告させていただきます。  

なお、この秋の答申に向けまして引き続き審議が行われますので、適宜状況を御報告させ

ていただきます。 

それでは後ほど、高木副企業長より、議案などの内容につきまして御説明いたしますので、

議員の皆様方には、御審議のほど、よろしくお願い申し上げまして、招集の御挨拶とさせて

いただきます。 

（降壇） 

 

○議長（大山一郎君）ただいまから、令和８年２月香川県広域水道企業団議会定例会を開会 

し、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の日程は、配付のとおりであります。 
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日程に入るに先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

職員に朗読をさせます。 

（職員朗読） 

諸般の報告 

一、企業長から、地方自治法第 292 条において準用する同法第 149 条の規定に基づく議案

10件を受理いたしました。 

一、監査委員から、地方自治法第 292 条において準用する同法 199 条及び第 235 条の２の

規定に基づく報告５件を受理いたしました。 

 

○議長（大山一郎君）以上で、諸般の報告を終わります。 

 

○議長（大山一郎君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 72条の規定により、議長において指名をいたします。 

十河直君、山条真嗣君、鈴木崇容君の３名を指名いたします。 

 

○議長（大山一郎君）次に、日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期議会の会期は、本日一日といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大山一郎君）御異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日一日と決定をいたしました。  

 

○議長（大山一郎君）次に、日程第３、議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第２条第１項の規定により、議長において指定いたします。 

議席は、ただいま御着席の氏名標のとおり指定をいたします。 

 

鏡原慎一郎 北谷 悌邦  竹田 英司 大平 直昭  宮原 隆昌 河野 雅廣 

米田 晴彦 杉本 勝利  横田 隼人 松原 壯典  安井 信之 吉田 親司 

松本 公継 橋本 浩之  山条 真嗣 工藤 正和  市原 信夫 門  秀俊 
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氏家 孝志 大西  智  安井 一博 丸戸 研二  水本冨美子 鈴木 崇容 

大山 一郎 春田 敬司       

十河  直        

 

 

○議長（大山一郎君）次に、日程第４、議案第１号から日程第 13、議案第 10号までを一括議 

題といたします。 

副企業長の提案理由等の説明を求めます。 

 高木副企業長。 

（副企業長高木孝征君登壇） 

○副企業長（高木孝征君）今定例会に提案いたしました議案及び料金統一化の検討にいて、 

御説明申し上げます。 

まず、今定例会に提案いたしました議案は、予算議案４議案、予算外議案６議案の 10議案 

でございます。 

お手元配布の議案の概要により御説明申し上げます。 

１ページをお開き願います。 

まず、予算議案は、第１号議案から第４号議案までの４議案でございます。 

第１号は水道事業会計の、第２号は工業用水道事業会計の令和７年度補正予算、第３号、 

第４号は、それぞれ、両会計の令和８年度当初予算議案でございます。 

３ページをお開き願います。 

令和７年度補正予算及び令和８年度当初予算の概要についてでございます。 

まず、水道事業会計について、１の業務量につきましては、給水戸数は、ほぼ横ばい、給水 

人口、給水量は、前年度から微減を見込んでおります。 

また、有収水量につきましても、人口減少等に伴う使用水量の減少が見込まれるため、当 

初予算としては、前年度当初予算から微減となる水量を見込んでおります。 

４ページをお開き願います。 

２の予算見積、（１）概況についてでございます。 

はじめに、令和７年度２月補正後予算でございます。 

収益的収支でございますが、左側、収入につきましては、４行目の計のとおり、２億 6,600 

万円増の 233億 7,400万円を見込んでおります。 
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一方、右側、支出につきましては、４行目の計のとおり、3,400万円減の 240億 6,300万円 

を見込んでおります。 

この結果、収支差引は、表の左端一番下にありますとおり、６億 8,900万円の赤字となる 

見込みでございます。 

５ページを御覧ください。 

令和７年度２月補正後予算の資本的収支でございます。 

表の右側、支出でございますが、建設改良費につきましては、令和７年度当初予算に比べ、 

50億 6,100万円増の 182億 4,500万円を見込んでおります。 

主な増加理由は、国の総合経済対策を活用して増額補正を行うものでございます。 

なお、財源につきましては、表の左側、収入のとおり、企業債や国庫補助金、市町からの出 

資金などを見込んでおり、表の一番下、収支差引の不足額、86億 9,200万円につきましては、

表の下の※印のとおり、損益勘定留保資金等で補填することとしております。 

６ページをお開き願います。 

令和８年度当初予算でございます。 

収益的収支でございますが、左側、収入につきましては、給水収益は、先程ご説明したとお 

り、人口減少等に伴う減少を見込んでおりますが、営業外収益において、預金利息及び国庫

補助金の収入増となるため、４行目の計のとおり、令和７年度当初予算と比べ、１億 2,100万

円増の 232億 2,900万円を見込んでおります。 

一方、右側、支出につきましては、漏水修繕業務の増加などによる委託料の増加や、浄水施 

設修繕の増加による修繕費の増加のほか、人事院勧告等を考慮した人件費の増などにより、

４行目の計のとおり、令和８年度当初予算は、令和７年度当初予算と比べ、14億 4,700万円

増の 255億 4,400万円を見込んでおります。 

この結果、収支差引は、表の左端一番下のとおり、23億 1,500万円の赤字と、昨年度に続 

き２年連続の赤字予算となる見込みでございます。 

なお、水道事業会計では、税込みの場合、給水収益、料金に係る預かり消費税の影響などに 

より、実態との乖離があることから、経営状況を見る場合、税抜きが用いられますが、税抜

きで見た場合、収益的収支差引の行の上段のカッコ内のとおり、令和８年度当初予算では、

28億 6,100万円の赤字となる見込みでございます。 

７ページを御覧ください。 

令和８年度当初予算の資本的収支でございます。 
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表の右側、支出でございますが、建設改良費につきましては、令和７年度当初予算と比べ、 

11億 7,900万円増の 143億 6,300万円を見込んでおります。 

主な増加理由は、頁下方に記載のとおり、工事請負費が７億 2,000万円増加、資産購入費 

が３億 3,100万円増加などによるものでございます。 

なお、財源につきましては、表の左側、収入のとおり、企業債や国庫補助金、市町からの出 

資金などを見込んでおり、表の一番下、収支差引の不足額、85億 5,400万円につきましては、 

表の下の※印のとおり、損益勘定留保資金等で補填することとしております。 

８ページをお開き願います。 

（２）財務についてでございます。 

企業団では、香川県水道広域化基本計画において、表の下の(注)に記載のとおり、区分経 

理満了時に旧事業体が遵守すべき財政収支の目標値として、給水収益に対する企業債残高の

比率を 3.5倍以内、同じく内部留保資金の比率を 0.5倍程度とすることを定めております。 

毎年度末の目標値ということではございませんが、企業団全体では、令和８年度末で、企 

業債残高は 3.27倍、内部留保資金は 1.03倍となる見込みとなっております。 

少し飛びまして 28ページをお開き願います。 

28ページでございます。 

旧事業体ごとの状況につきまして、概況を御説明させていただきます。 

まず、28ページ、29ページは、令和８年度当初予算の状況でございます。 

表の中段から少し下、太線で囲っております、損益、当年度純利益につきましては、先程御 

説明したとおり、企業団全体では、税抜きで 28億 6,100万円の赤字となる見込みであり、事

業体ごとに見ましても全ての事業体で赤字となる見込みでございます。 

また、表の一番下、指標でございますが、企業債残高につきましては、東かがわ、土庄、綾 

川、丸亀、善通寺、琴平、多度津の７事業体が 3.5 倍を超える見込みとなっており、内部留

保資金につきましては、さぬき、坂出、琴平、多度津、まんのうの５事業体が 0.5 倍を満た

せない見込みとなっております。 

30ページをお開き願います。 

30ページ、31ページは、令和７年度２月補正後予算の状況でございます。 

高松をはじめ 15事業体が赤字の見込みとなるなど、令和８年度当初予算同様に厳しい状況 

となっております。 

それでは、９ページにお戻りください。 
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９ページでございます。 

３の施設整備事業、（１）の概況についてでございます。 

事業費について、欄外下（注）のとおり、広域水道設備費は、広域化に伴う導水管や送水管

の新設などを、経年施設更新整備事業費は、耐用年数を踏まえた管路や施設の更新・耐震

化などを、その他建設改良事業費は、管路支障移転や県の工事に伴う負担金などを内容と

しておりますが、表の上から４行目、計のとおり、令和８年度当初予算では、令和７年度当

初予算に比べ７億 9,200万円増の 128億 2,700万円を見込んでおります。 

また、令和７年度２月補正後予算では、国の補正予算に伴う補正額 57億 5,200万円を含め 

て、169億 9,900万円の事業費を見込んでおります。 

なお、表の右端に参考として、14か月予算の欄を設けておりますが、令和８年度当初予算 

の額に、令和７年度の国の総合経済対策に伴う補正額を加えた額は、合計で 185 億 7,900 万

円となっており、令和７年度当初予算に比べ、65億 4,400万円の増となっております。 

10ページをお開き願います。 

（２）施行計画でございますが、令和８年度施行予定の主なものを記載しております。 

①の広域水道設備費につきましては、小豆ブロックでの肥土山浄水場更新工事や、高松ブ 

ロックでの御殿配水池送水施設築造工事などを、引き続き実施するとともに、東讃ブロック

での六番小方線送水管新設工事などの新設工事を施行することとしております。 

11ページを御覧ください。 

②経年施設更新整備事業費でございますが、13ページにかけまして、各ブロック等で施行 

予定の 5,000万円以上の工事について記載しております。 

なお、○印を付したものは、耐震化に係る事業でございます。 

14ページをお開き願います。 

③その他建設改良事業費でございますが、管路支障移転等を計上しております。 

また、工事に伴う主な負担金として、県が実施している五名ダム再開発事業について、１ 

万 4,000 立方メートルの新たな渇水対策容量を確保するために、企業団が令和５年度から行

っております、当該事業に対する費用負担については、令和８年度も負担することとなって

おります。 

また、独立行政法人水資源機構が、香川用水の共用区間の老朽化・耐震化対策を行うため 

に、令和８年度から令和 25年度にかけて実施する、香川用水施設改築事業について、全体事

業費 240 億円のうち、24.24％の、59 億 4,500 万円を企業団水道事業が費用負担してまいり
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ます。 

令和８年度の負担額は 1億 1,800万円となっております。 

なお、企業団工業用水道の令和８年度の負担額は 1,900万円余となっております。 

15ページを御覧ください。 

令和７年度２月補正で予算措置をすることとなる、国の補正予算に伴って実施する工事等 

のうち、主なものを記載いたしております。 

 18ページをお開き願います。 

４、債務負担行為のうち主なものでございます。 

各ブロック統括センターで施工いたします、通信装置更新事業でございます。 

これは、浄水施設のうち、ポンプ場等の水量等を遠隔から監視するために使用している NTT 

アナログ専用回線について、令和 10年度末にサービス提供が終了となることから、サービス

終了の期限までの３ヵ年において、光回線等に移行するため、通信装置等の更新工事を行う

もので、各ブロック統括センター単位で、発注施工するものでございます。 

 19ページを御覧ください。 

５、その他主な新規事業でございます。 

まず、広報推進事業につきましては、料金統一検討状況の周知や企業団職員採用の充実を 

図るためには、企業団の認知度向上や、水道事業への理解を深めていただくことが必要であ

ることから、従来の広報手段に加えて、動画制作や広告展開等、幅広い世代に向けた広報活

動を実施し、広報事業等を充実するものでございます。 

次に、西讃浄水場整備基本検討事業についてでございます。 

西讃地区において計画している、西讃浄水場の整備は、既存の西部浄水場との併用による、 

緊急時の相互補完性を強化し、事故・災害時における給水の確実性を確保するために行うも

のであり、当該事業を効率的かつ効果的に整備できるよう基本検討を行うものでございます。 

次に、PPP 手法導入に向けた事前検討事業につきましては、西讃浄水場整備の検討に併せ、 

中長期的な水道施設の改築・更新に向けたウォーターPPP と呼ばれる上下水道等の水分野に

おける官民連携手法の検討を行うものでございます。 

次に、水道管路耐震化官民連携あり方検討事業についてでございます。 

南海トラフ地震等の大規模災害に備えた水道管路の耐震化をさらに促進するため、昨年策 

定した上下水道耐震化計画や水道事業を担う技術職員のマンパワーの現状を踏まえて、諸条

件の整理や、デザインビルド、DBや PFIなどの官民連携手法の導入検討を行うものでござい
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ます。 

次に、新技術を活用した漏水調査事業につきましては、多発する漏水に対応するため、人 

工衛星や AI を利用した新技術を用いて、より効果的な漏水調査を実施するものでございま

す。 

次に、水質検査室再編事業につきましては、令和８年度から水質基準に追加される PFOS及 

び PFOAをはじめ、多数の検査を効率的に実施するため、令和９年度当初までに、検査室を２

か所に集約するとともに、老朽化した検査機器を高機能化して更新するものでございます。 

水道事業につきましては、以上でございます。 

20ページをお開き願います。 

20ページからは工業用水道事業会計についてでございます。 

１の業務量につきましては、令和８年度も、令和７年度当初予算と同数の 42事業所となる 

見込みであり、年間給水量についても、令和７年度当初予算に比べ、微増を見込んでおりま

す。 

21ページを御覧ください。 

２の予算見積、（１）概況についてでございます。 

はじめに、令和７年度２月補正後予算の収益的収支でございます。 

収支差引は、表の左端、最下段にありますとおり、１億 4,700万円の黒字となる見込みで 

ございます。 

なお、税抜きでは、同じ行の上段カッコ内のとおり、１億 3,500万円の黒字となる見込み 

でございます。 

22ページをお開き願います。 

令和７年度２月補正後予算の資本的収支でございます。 

表の右側、建設改良費につきましては、令和７年度当初予算に比べ、300万円減の５億 4,400 

万円を見込んでおります。 

なお、表の左端最下段、収支差引の不足額６億円につきましては、表の下の※印のとおり、 

損益勘定留保資金等で補填することとしております。 

23ページを御覧下さい。 

令和８年度当初予算の収益的収支でございます。 

収支差引は、表の左端、最下段にありますとおり、5,200万円の黒字となる見込みでござい 

ます。 
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なお、税抜きでは、同じ行の上段カッコ内のとおり、4,700万円の黒字となる見込みでござ 

います。 

24ページをお開き願います。 

令和８年度当初予算の資本的収支でございます。 

表の右側、建設改良費につきましては、令和７年度当初予算と比べ、6,000万円減の４億 

8,700万円を見込んでおります。 

なお、表の左側最下段、収支差引の不足額５億 9,100万円につきましては、表の下の※印 

のとおり、損益勘定留保資金等で補填することとしております。 

25ページを御覧ください。 

３の施設整備事業、（１）概況についてでございます。 

事業費は、表の上から３行目、計のとおり、令和８年度当初予算では、令和７年度当初予算 

に比べ 7,700 万円減の４億 7,000 万円を、令和７年度２月補正後予算では、2,400 万円減の

５億 2,300万円を見込んでおります。 

続きまして（２）施行計画でございますが、令和８年度の主なものとして、①経年施設更新 

整備事業費につきましては、中部浄水場工水沈殿池機械設備更新工事を予定しております。 

予算議案につきましては、以上でございます。 

続きまして、予算外議案について御説明させていただきます。 

議案の概要の 34ページをお開き願います。 

34ページでございます。 

まず、第５号議案、香川県広域水道企業団行政手続条例の一部を改正する条例議案でござ 

います。 

行政手続法の一部が改正される趣旨に鑑み、公示の方法による聴聞の通知の方法を見直す 

ため、所要の改正を行うものでございます。 

施行期日は、令和８年５月 21日としております。 

次に第６号議案、香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改 

正する条例議案でございます。 

特別職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたこと等を考慮し、企業長が指定する 

副企業長の受ける期末手当の支給割合の改定を行うものでございます。 

施行期日は、令和７年 12月に支給する期末手当に係る改正は規則で定める日から施行のう 

え、同年 12月１日から適用することとし、令和８年度以降に支給する期末手当に係る改正は



- 13 - 

令和８年４月１日としております。 

次に 35ページを御覧ください。 

第７号議案、香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正 

する条例議案でございます。 

国及び他の地方公共団体の職員との均衡を考慮して、一般職の職員の給与の種類及び基準 

について、所要の改正を行うものでございます。 

主な改正内容といたしましては、第２種初任給調整手当を新設し、現行の初任給調整手当 

を第１種初任給調整手当とすること等でございます。 

施行期日は、令和８年４月１日としております。 

次に第８号議案、香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例等の一部を改正 

する条例議案でございます。 

地方自治法及び地方自治法施行令の一部改正に伴い、引用している条項を改めるものでご 

ざいます。 

施行期日は、令和８年９月 24日としております。 

36ページをお開き願います。 

第９号議案及び第 10号議案は、いずれも人事案件で、任期満了に伴う香川県広域水道企業 

団監査委員の後任者を選任することについて、議会の同意を求めるものでございます。 

石垣佳邦（いしがき よしくに）氏は、元高松市上下水道事業管理者で、現監査委員でござ 

います。 

山崎泰志（やまさき やすし）氏は、公認会計士で、新しく監査委員に選任しようとするも 

のでございます。 

 予算外議案につきましては、以上でございます。 

香川県広域水道企業団議会への提出議案等につきましては、以上でございます。 

次は、料金統一化の検討について御報告させていただきます。 

お手元の資料、料金統一化の検討について、第７回水道事業等審議会の開催状況を御覧く 

ださい。 

 A３横の資料でございます。 

水道料金統一化の取り組みにつきましては、昨年秋から料金制度概案の作成に取り掛かっ 

たところで、11月に開催した第６回水道事業等審議会において、給水人口及び有収水量が将

来減少傾向にあること、また、水道施設の耐震化の推進をはじめとした施設整備計画の推進
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や、社会情勢、経済環境の変化に伴う物件費、人件費の高騰などによる資金不足を解消する

ためには料金改定が必要であり、それに向けて料金所要額を検討し、料金改定率を決定する

必要があることについて、御説明させていただいたところでございます。 

先月、１月 20日に開催いたしました第７回水道事業等審議会におきまして、統一料金の検 

討を進めるため、料金算定期間や統一料金の水準、料金の仕組みなどについて議論いただき

ました。 

１の料金統一化検討案についてを御覧ください。 

前提条件を現在の基本計画の財政運営条件を踏襲した左側の検討案１と、もう少し改定率 

を抑制するため条件を緩和した右側の検討案２の２つを設定してそれぞれ６案ずつ、合計 12

案の料金改定案を提示いたしました。 

まず、検討案１と検討案２の前提条件の違いについて御説明いたします。 

1つ目の条件は、財政指標です。 

項目のうち上側の内部留保資金を御覧ください。 

検討案１では、平成 29年８月に策定した香川県水道広域化基本計画の財政指標を満たして 

おり、災害等の非常時に備えて料金収入の半年分、0.5程度以上としていましたが、検討案２

では、資金繰りに最低限必要な水準である 30億円以上とする条件に緩和いたしました。 

次に項目の下側の企業債残高比率でございます。 

検討案１では、財政健全化法に基づく将来負担比率を用いて、市町村が早期健全化団体と 

される基準値の 3.5 以下としておりましたが、検討案２では、料金統一後、一体経理となる

企業団は都道府県に準ずるものとして、都道府県の基準値である 4.0 以下とし、企業債の発

行限度を緩めた条件にいたしました。 

２つ目の条件として、検討案１では、原価割れを回避するために達成すべき料金回収率 

100％を満たすことにより、損益ベースで黒字となる総収支比率 100％も満たしておりました

が、検討案２では、改定率を抑制するため、料金収入を減じることにより、料金回収率 100％

を満たさず、原価割れとなりますが、事業運営上、最低限必要となる総収支比率 100％は確保

する条件といたしました。 

 この２つの前提条件で試算したところでございます。 

まず、左側の検討案１は非常時でも安定した資金確保と、財政運営を確保できる条件とな 

っております。 

一括改定では、すべての算定期間において平均改定率が 30％を超えており、急激な改定を 
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抑制するため段階的に１年目と３年目の２段階で改定する場合では、すべての算定期間にお

いて１回目の平均改定率が 20％を超えるという結果となり、３年目に同率の改定が必要とな

りますが、その際には通算で約 50％の改定率になります。 

次に、右側の検討案２は、今回、料金統一及び料金改定を同時に行うことから水道使用者 

への改定の影響を少しでも抑える条件になっております。 

試算した結果、一括改定のケースでは、いずれの算定期間においても検討案１より約５ポ 

イント少なくなり、算定期間３年で 27.0％の改定率となるものの、４年、５年では 30％台前

半となりました。 

また、段階的改定のケースでも２から３ポイント下がって、すべての算定期間において１ 

回目の平均改定率が 20％を下回りましたが、３年目に同率の改定が必要となり、その際には

通算で 40％代前半の改定率となりました。 

次に資料の下側、２、料金体系についてを御覧ください。 

将来も安定的な水道事業経営を維持するため、高松の料金体系を軸に、各事業体の現状を 

踏まえながら、使用水量に関わらず負担してもらう基本料金と、使用した水量に応じて必要

となる従量料金の割合について、また、逓増度について、大口使用者と一般家庭などの小口

使用者間の負担バランスに配慮しながら水道使用者間の公平性を確保できる仕組みについて

審議いたしました。 

第７回審議会においては、提示した料金水準や料金体系について様々な御意見や御審議を 

頂きましたが、さらに議論を深めるために、引き続き審議いただくこととなり、３月に開催

予定の第８回審議会に向けて、利用者皆さまの負担や公平性に十分配慮しながら検討を進め

ていただくこととしております。 

なお、料金統一化の状況については、今後も、各種広報媒体を活用し、情報発信にも努めて 

まいりたいと考えております。 

水道事業等審議会におきましては、この秋の答申に向けて審議が進められますが、その状 

況につきましては各市町長とともに、企業団議会への御報告、また、県議会及び市町議会へ

も適宜御説明を行ってまいります。 

料金統一化の検討についての説明は以上でございます。 

議員の皆様方におかれましては、企業団の業務運営に、引き続きの御理解、御協力をよろ 

しくお願い申し上げまして、説明を終わります。 

（降壇） 
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○議長（大山一郎君）以上で、提案理由等の説明を終わります。 

次に、日程第 14、議案第１号から議案第 10号までを議題とし、議案に関する質疑並びに日

程第 15、企業団の一般事務に関する質問を行います。 

通告のありました横田隼人君の発言を許可いたします。      

横田隼人君。 

   （横田隼人君登壇） 

○横田隼人君 議長のお許しを得て質問させていただきます。 

先般開催されました第７回水道事業等審議会の料金統一化の検討についての資料を拝見い

たしましたが、企業団設立時に見込んだ統一料金水準を大幅に上回ることが見込まれ、県民

生活への影響が心配であります。 

県内でも比較的低い料金水準である丸亀市、また、高松市をはじめ多くの自治体の市民・

県民への影響はさらに大きなものになります。 

それら関連する自治体選出議員の 1人として質問させていただきます。 

統一後の料金水準については、水道インフラの老朽化や大規模地震への対応に必要な資金

を確保すべきと考えますし、独立採算制を採る水道事業において、必要な費用は料金収入で

賄うということも十分に理解しております。 

しかしながら、近年実施された他の事業体の改定率と比較しても、かなり高い改定率とな

っており、改定率を抑制した検討案も示されていますが、将来世代への負担をただ先送りす

るだけであります。 

そこで、物価高騰に苦しむ県民の負担を軽減するため、企業団として、香川県など財政支

援を強く求めるべきと考えますが、今後の検討を含め、現在の考えをお示しください。 

以上です。                         

（降壇） 

 

〇議長（大山一郎君）理事者の答弁を求めます。 

池田企業長。 

（企業長池田豊人君登壇） 

○企業長（池田豊人君）横田議員の御質問にお答えいたします。 

料金統一化の検討についての御質問がございました。 
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令和 10年度からの料金統一に向けまして、現在、水道事業等審議会において議論が進めら

れておりますが、今後の財政収支見通しでは、耐震化の推進や物価上昇による物件費などの

増加により、大変厳しい財政運営が見込まれております。 

 水道は重要なライフラインであり、料金統一により県民の日常生活や事業活動に与える影

響は大きいことから、議員御指摘のとおり、利用者の負担軽減を図ることは重要であると考

えております。 

係る観点から、先月開催しました、第７回審議会では、平均改定率を抑制した案も提示し

ているものの、相当程度の改定は避けられない状況となっております。 

こうした状況の中、企業団としては、財源の確保に向けて国の交付金事業を最大限活用す

るとともに、国に対しては、耐震化事業などに関する交付金や地方財政措置など、国による

支援制度の充実・強化などが図られるよう、強く要望しているところであります。 

また、料金統一の検討に当たりましては、厳しい経済環境の下、広く利用者に影響がある

ことを踏まえまして、今後とも、県など構成団体と緊密に連携をしまして、できるだけ影響

が抑えられるように、努めてまいります。 

（降壇） 

 

○議長（大山一郎君）理事者の答弁は終わりました。 

以上で、通告による質疑・質問は、終わりました。 

お諮りいたします。 

これをもって、質疑・質問を終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大山一郎君）これをもって、質疑・質問を終局といたします。 

 

○議長（大山一郎君）日程第４、議案第１号から日程第 13、議案第 10号までに対する討論 

は、通告がありませんので、これより、議案の採決に入ります。 

まず、議案第１号及び第２号を一括して起立により採決をいたします。 

これら２議案を、いずれも原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（大山一郎君）起立全員、よってこれらの２議案は、いずれも原案のとおり可決をい 

たしました。 



- 18 - 

 

○議長（大山一郎君）次に、議案第３号及び第４号を一括して起立により採決をいたします。

これらの２議案を、いずれも原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。 

（賛成者起立）     

○議長（大山一郎君）起立全員、よってこれらの２議案は、いずれも原案のとおり可決をい 

たしました。 

 

○議長（大山一郎君）次に、議案第５号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立

を求めます。 

（賛成者起立）   

○議長（大山一郎君）起立全員、よって本案は、原案のとおり可決をいたしました。 

 

○議長（大山一郎君）次に、議案第６号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立

を求めます。 

（賛成者起立）   

○議長（大山一郎君）起立全員、よって本案は、原案のとおり可決いたしました。 

 

○議長（大山一郎君）次に、議案第７号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立

を求めます。 

（賛成者起立）   

○議長（大山一郎君）起立全員、よって本案は、原案のとおり可決をいたしました。 

 

○議長（大山一郎君）次に、議案第８号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立

を求めます。 

（賛成者起立）   

○議長（大山一郎君）起立全員、よって本案は、原案のとおり可決いたしました。 

 

○議長（大山一郎君）次に、議案第９号を同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。 

（賛成者起立）   
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○議長（大山一郎君）起立全員、よって本案は、同意することに決定いたしました。 

 

○議長（大山一郎君）次に、議案第 10 号を同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。 

（賛成者起立）   

○議長（大山一郎君）起立全員、よって本案は、同意することに決定いたしました。 

 

○議長（大山一郎君）以上で、全日程を終了いたしましたので、議事を閉じます。 

御起立願います。 

御一礼願います。 

（互礼） 

○議長（大山一郎君）御着席ください。 

これをもって、今期議会を閉会いたします。 

午後３時 41分閉議・閉会 
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